
通行時間帯（夜間）指定条件の合理化について

令和元年６月２１日（金）より、通行条件により通行時間帯が夜間に制限される区

間は、これまでの全経路から、原則として、特に交通への影響が大きい必要最低限の

区間に限定されます。

具体的な区間は、許可証に添付されるＣ・Ｄ条件箇所一覧に記載されています。

また、すでにお持ちの許可証についても、Ｃ・Ｄ条件箇所一覧が付されている場合

には、同様の取扱いとなります。

なお、今後、通行時間帯（夜間）指定条件が付される場合の条件書は、下記の通り

表示されるようになります。

令和元年6月21日

※申請者の皆様におかれましては、許可証・条件書と同じく、特殊車両の走行時に『C・D条件箇所一覧』の携行をお願い致します。

＜条件書への記載例＞



当該箇所に時間帯指定が記載
されている区間又は箇所に限り、
通行時間帯が制限されます。

＜参考：通行時間帯（夜間）条件＞
○重量
通行条件の区分がDとなる車両

○寸法
通行条件の区分がCとなり、
かつ車両の幅が、３メートルを超えるもの

※道路及び交通の状況からこの基準によることが
不適当と認められる場合は、別途当該道路の道路
管理者が個別に通行時間帯を指定し、又指定しな
いことができる
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車両幅-3.30m 21～6時に通行のこと
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